大阪府指定出資法人評価等審議会（第８回）
	■とき  令和７年８月13日（水曜日）13：00 ～ 14：50
■ところ  Web開催
■出 席 者  新井　康平（大阪公立大学大学院　経営学研究科　准教授）　
小沢　貴史（大阪公立大学大学院　経営学研究科　教授）
西川　和予（株式会社　勁草パートナー　中小企業診断士）
村井　恵美（恵み法律事務所　弁護士）
山口　朋子（株式会社コングレ　監査役）
議　  事　１．指定出資法人の令和６年度経営評価結果について
　　　　　　 （１）（公財）大阪府文化財センター
　　　　　　 （２）（公財）大阪府育英会
（３）（株）大阪国際会議場
（４）（公財）大阪府国際交流財団
　　　　　２．役員報酬制度について



１．指定出資法人の令和６年度経営評価結果について
（１）（公財）大阪府文化財センター
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：「利用者1人あたり経費」における「利用者」とは何を指すのか。
部　局：日本民家集落博物館の入館者数を指している。
委　員：戦略目標は利用者、成果測定指標は入館者数となっているので、文言を揃えてもよいと思う。
委　員：利用者数は、日本民家集落博物館の入館者数と館外自主事業利用者、講師依頼による利用者の合計ではないか。また、入館者数未達の原因として猛暑を挙げていたが、月ごとの目標は定めているのか。
部　局：利用者数は、日本民家集落博物館の入館者数で計算している。また、月ごとの目標は設定していない。野外博物館という特性上、近年の猛暑では特に夏場の入館者増を見込みにくいが、夏休み期間中には子供向けイベント等を実施し、入館者増に努めている。
委　員：猛暑や悪天候は毎年のことになるため、それを考慮した目標設定にしないと毎年未達成になるのではという懸念がある。猛暑対策はどうしているのか。また、（一財）大阪市文化財協会が解散になり寄附金を受け取っているが、活動や取組みに変化はあるか。
部　局：猛暑対策については、設備面で改善を図るまでには至っていないが、うちわを貸し出したりして、快適性を確保しようとしている。また、春や秋にイベント等を多く実施し、入館者増への取組みを進めている。（一財）大阪市文化財協会は、これまで大阪市内の発掘調査を実施してきたが、今後は一定規模以上の発掘調査を府文化財センターが受託するため、大阪市内での調査事業が増えていく見込み。現に令和６年度の決算で埋蔵文化財事業は黒字化しているのは、（一財）大阪市文化財協会の解散よりも前から、一部先行的に府文化財センターが受託を始めたことが影響している。
委　員：常勤職員が3名増えているのは解散の関係か。
部　局：お見込みのとおり、転籍された職員である。

（２）（公財）大阪府育英会
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：「滞納額」について、大阪府育英会の滞納者における返還率は、全国的にみるとどうか。
法　人：他団体の動向は把握できていないが、育英会としては、右肩上がりで滞納額が増えているという状況を解消するため、平成21年度から滞納ゼロ作戦を実施してきており、その結果、平成27年度のピーク時に60.6億円であった滞納額は、令和6年度時点で41億円と、ピークから10年弱で約20億円減少させることができた。ただ、当初は、民間事業者を活用したり、支払い督促や強制執行の強化等が功を奏したが、近年はこうした取組みを行っても支払わないまま10年以上滞納している層が増加している状態になってきており、今後は個別的な対応が必要と考えている。また、どうしても回収が見込めないものに関しては償却の処理を行うなど、滞納額の減少を図っていきたい。
委　員：東京都育英会よりも大阪府育英会のほうが、滞納額が多いのはなぜか気になる。大阪府育英会としてどうするかだけではなく、先進事例を取り入れる等、横のつながりもって議論してもよいのでは。特に長期滞納者が残っている点について、同様の取組みをしているところと情報共有をすることで、回収方法についてもブレイクスルーが起きることを期待する。
委　員：真に回収が見込めない債権とは、どういった基準か。
法　人：病気や生活状況等の事情を、複数回自宅訪問して確認するなどして総合的に判断している。
委　員：単純に消滅時効を迎えたものを償却する訳ではないのか。
法　人：私債権のため、消滅時効が到達したものもできる限り回収できるよう尽力している。
委　員：資力がありながら返還に応じない滞納者に対して、強制執行による差押えを行うとしても、預貯金の有無は確認が困難であると考えるが、民間回収会社に任せているのか。
法　人：極めてまれではあるが、過去に本人のSNSの情報から取引金融機関が確認でき、当該預貯金を差押えして完済につなげたというケースはあるが、基本的に預貯金の差押えは困難であるため、勤務先が分かっている方の給与差押えがメインとなっている。
委　員：給与の差押えで回収できたケースはあるのか。
法　人：給与の差押えはこれまでも長年実施しており、回収につながっている。
委　員：入学時増額奨学資金貸付事業が予算より事業費が増えているが、貸付人数は増えていないので、一人あたりの額が増えたということか。
法　人：令和６年度において、これまでの貸付額から５万円増額し、私立高校３０万円、公立高校10万円となった。また、私立高校はＩCＴ教育に関する費用としてプラス7万円増額をしている。
更に、これまで590万円未満という所得基準を、800万円未満に拡充した結果、貸付額が前年度当初予算と比べ大幅な増額となったもの。

（３）（株）大阪国際会議場
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：コロナ禍の際は、WEB会議に移行して、対面の会議は必要なくなるのではないかとまで言われていたが、達成状況等を見る限り、対面の会議の需要が戻ってきているという理解でよいか。
部　局：急速にWEBの環境が整ったこともあり、懸念していたところではあるが、WEBに全て移ったという訳ではなく、法人の予想を上回るほど回復している。
委　員：目標未達成となった「国際会議の開催件数」について、資料2の「要因分析」で「開催予定であった国際会議のキャンセルが1件」とあるが、開催件数にはカウントできなかったが、キャンセル料は発生したため、売上高への貢献はあったという理解でよいか。
部　局：そのとおり。
委　員：資料2の目標未達成となった「主要3施設稼働率」について、未達成の要因として「仮予約後、本予約に至らずにキャンセル」とあるが、こちらは仮予約なのでキャンセル料は発生していないという理解でよいか。また、「台風の影響等によるキャンセル」とあるが、このような場合はキャンセル料を取るのか、事情等を考慮して取らないのか。
部　局：1点目は、そのとおり。2点目については、法人に確認の上、後日回答する。
委　員：資料1、「５．財務状況」の「職員人件費」が増加している。一方で、財務諸表の販売費及び一般管理費の明細を見ると、前年度と比較して、役員報酬が若干上がっているが、給与手当や従業員賞与等が軒並み下がっている。販管費に計上される人件費は減ったが、売上原価に計上される人件費が増えたという理解でよいか。
部　局：ご理解のとおり、売上原価と販管費それぞれで人件費を分けて計上しており、営業人員の増加や時間外労働が増加した等により、全体の人件費としては増加している。

（４）（公財）大阪府国際交流財団
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：令和６年度までホームページのみのアクセス数であった指標を、令和７年度からSNSを含む閲覧数の指標に変更されたが、SNSの閲覧数はどのようにカウントするのか。
部　局：Facebookについてはページビュー数、Xについてはビュー数、YouTubeについては視聴回数、noteについては閲覧数としている。
委　員：今後も「留学生などの外国人に情報を届ける」という視点から、より適切な指標がないかを検討していただければと思う。
委　員：目標未達成となった「留学生会館入居率」について、入居者募集のアプローチ不足と要因分析をされているが、令和４年度から６年度まで少しずつ実績が下がってきている。例えば、建物が古くなってきているなど、民間と比較してそもそもの魅力不足ということも要因に考えられるのか。
部　局：今年度は現在８９％の入居率で推移している。築年数が少し古くなってきている、あるいは駅から少し遠いということはあるが、他の寮生との交流会や、他と比較して安価であるというところが魅力であり、引き続きその魅力を打ち出して、入居率の維持に努めていきたい。
委　員：「３．主要事業の概要」で、「外国人の受入促進・活動環境整備事業」について令和６年度当初予算が約１億3,500万円のところ、実績は約8,100万円と大きな差がある。どういった理由からか。
部　局：当該事業のうち、国の交付金を財源として、府から補助金を支出して行っている事業について、国の交付金がカットされた影響で事業費が減少していることや、ウクライナ避難民関連の相談員が辞められたことで人件費が減少したことなどがあるが、詳細な理由は法人に確認の上、後日回答させていただく。
委　員：役員報酬について、事業費と管理費に按分されているのかと思うが、管理費ではなく、事業費への按分が大きくなっているのはどういった理由からか。
部　局：法人に確認の上、後日回答させていただく。

２．役員報酬制度について
	事務局から、役員報酬制度について説明


※委員からの質疑等は特になし。
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